
広 報 き そ 平成23年９月29日　（ 4 ）第308号

指 標 名 内　　容（説明） 会　計　名 Ｈ22決算 Ｈ21決算 Ｈ20決算
経営健全化
基　　　準

資金不足

比　　率

公営企業の資金不足を公営企業

の事業規模である料金収入の規

模と比較して指標化し、経営状

況の深刻度を示す比率です。

簡易水道事業 ー ー ー

20.0公共下水道事業 ー ー ー

農業集落排水事業 ー ー ー

 ※資金不足額がないため、資金不足比率は「－」と表示しています。

　

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
村

財
政
の
健
全
度
を
示
す
健
全
判
断
比

率
と
資
金
不
足
比
率
を
公
表
し
ま
す
。

　

地
方
公
共
団
体
は
表
①
の
４
指
標

の
う
ち
早
期
健
全
化
基
準
若
し
く
は

財
政
再
生
基
準
を
一
つ
で
も
超
え
れ

ば
財
政
が
悪
化
し
て
い
る
事
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
よ
る
計
画
の
策

定
を
し
、
健
全
化
及
び
再
生
を
図
る

必
要
が
生
じ
ま
す
。

　

公
営
企
業
は
、
表
②
の
資
金
不
足

比
率
が
経
営
健
全
化
基
準
以
上
と

な
っ
た
場
合
、
経
営
健
全
化
計
画
を

定
め
健
全
化
を
図
る
事
と
な
り
ま
す
。

木
祖
村
の
状
況

■
健
全
化
判
断
比
率

　

健
全
化
判
断
比
率
は
、
表
①
の
と

お
り
で
す
。
平
成
22
年
度
決
算
で
は
、

早
期
健
全
化
基
準
、
財
政
再
生
基
準

を
超
え
て
い
る
指
標
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

■
資
金
不
足
比
率

　

資
金
不
足
比
率
は
、
表
②
の
と
お

り
と
な
り
、
全
て
の
会
計
で
資
金
不

足
は
発
生
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

平
成
平
成
2222
年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
は

年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
は

健
全
化
の
基
準
内
で
し
た
。

健
全
化
の
基
準
内
で
し
た
。

今
後
も
引
続
き
、
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め
ま
す
。

今
後
も
引
続
き
、
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め
ま
す
。

表①　健全化判断比率（４指標） (単位：％ )

(単位：％ )表②　資金不足比率（公営企業会計）

指 標 名 内　　　　容（説明） Ｈ22決算 Ｈ21決算 Ｈ20決算
早期健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

実質赤字

比　　率

福祉、教育、村づくり等を行う一般会計の赤字の程度

を指標化し、財政運営の深刻度を示す比率です。
ー ー ー 15.0 20.0

連結実質

赤字比率

全ての会計の赤字や黒字を合算し、赤字の程度を指標

化し、運営の深刻度を示す比率です。
ー ー ー 20.0 40.0

実質公債

費 比 率

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、

毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営

企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含

めた実質的な公債費相当額（普通交付税措置分を除

く。）に充当されたものの占める割合の前３年度の平

均値を指標化し、資金繰りの危険度を示す比率です。

10.9 12.9 13.8 25.0 35.0

将来負担

比　　率

地方公共団体の一般会計の借入金（地方債）や将来支

払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程

度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかど

うかを示す比率です。

ー 21.0 5.0 350.0

 ※比率が０以下の場合については「－」と表示しています。

健全段階

●指標の整理と情報開示の徹底

　　・フ ロ ー 指 標：実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率

　　・ストック指標：将来負担比率（三セク等を含めた実質的負債）

　　　　　 ↓

　　監査委員の審査に対し議会に報告し公表

財政の早期健全化

●自主的な改善努力による財政健全化

　　・財政健全化計画の策定（議会の議決）、実施状況の議会への報告公表等

財政の再生

●国等の関与による確実な再生

　　・財政再生計画の策定（議会の議決）、総務大臣への協議・同意要求等

《健全財政》

《財政悪化》




